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匝瑳再生プロジェクト推進本部設置要領 

 

（設置） 

第１条 市は、匝瑳再生プロジェクト推進方針（平成２５年２月１３日市長決裁。

以下「推進方針」という。）に基づき、匝瑳再生プロジェクト推進本部（以下

「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次の事項を所掌する。 

 （１） 推進方針に定める匝瑳再生プロジェクト推進計画（以下「推進計画」

という。）の策定に関する調査及び調整に関すること。 

 （２） 推進計画に掲げた各事業の進行管理に関すること。 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、推進計画に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２ 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、匝瑳市課長連絡会議規則（平成１８年匝瑳市規則第１３号）第２

条第１項に規定する課等の長をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。 

２ 推進本部は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 推進本部の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長

の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第６条 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対し資料を提

出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。 
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（再生プラン研究チームの設置） 

第７条 本部長は、第２条第１号に規定する所掌事項に係る専門的な事項を調査

研究させるため、再生プラン研究チームを置く。 

２ 再生プラン研究チームの構成員は、市職員のうちから、本部長が指名する。

この場合において、構成員は指名に代えて、公募又は所属長の推薦により選出

することができる。 

３ 再生プラン研究チームにリーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選に

より定める。 

４ 第４条から第６条までの規定は、再生プラン研究チームの会議について準用

する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは「リーダー」

と、「副本部長」とあるのは「サブリーダー」と、「推進本部」とあるのは「再

生プラン研究チーム」と読み替えるものとする。 

 （必要に応じたチームの設置） 

第８条 本部長は、推進方針の２推進体制（４）に定めるところにより、必要に

応じてチームを設置することができる。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項のチームについて準用する。 

（庶務） 

第９条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、

本部長が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成２５年２月２６日から施行する。 
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No. 役　職 氏　　名 備　考

1 本部長 角田　道治

2 副本部長 池田　竹四

3 本部員 岩澤　　薫

4 本部員 市原　　繁

5 本部員 鈴木　康伸

6 本部員 木内　成幸

7 本部員 岩橋　光男

8 本部員 伊藤　久夫

9 本部員 椿　　隆夫

10 本部員 鈴木　良雄

11 本部員 平山　新治

12 本部員 林　　勝美

13 本部員 若梅　和巳

14 本部員 茅森　　茂

15 本部員 平山　　弘

16 本部員 太田　和利

17 本部員 大木　昭男

18 本部員 山内　保則

19 本部員 渡辺　則孝

20 本部員 並木　正巳

21 本部員 寺本　朗男

22 本部員 椎名　和浩

23 本部員 佐藤　　和

（平成２５年４月１日現在）

匝瑳再生プロジェクト推進本部構成員名簿
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No. グループ 所　属 職　名 氏　名 備　考

1 市 民 課 副 主 幹 塚 本 貢 市
チーム

サブリーダー

2 秘 書 課 主 査 林 鉄 也 グループ長

3 財 政 課 副 主 査 黒 須 弘 樹

4 総 務 課 副 主 査 齋 藤 拓 也

5 健 康 管 理 課 主任主事 秋 葉 剛

6 学 校 教 育 課 主任主事 長谷川 憲吾

1 高齢者支援課 副 主 幹 鎌 形 健 グループ長

2 環 境 生 活 課 主 査 小 泉 泰 孝

3 建 設 課 副 主 査 関 智 徳

4 福 祉 課 主任主事 濁 川 光 宏

5 産 業 振 興 課 主任主事 伊 藤 利 謹

6 都 市 整 備 課 主任主事 伊 藤 雄 大

1 産 業 振 興 課 副 主 幹 高 橋 康 二 グループ長

2 福 祉 課 主 査 菊 間 和 彦

3 秘 書 課 副 主 査 加 瀬 陽 平

4 産 業 振 興 課 主任主事 木内 将市郎

5 環 境 生 活 課 主任主事 布 施 均

6 会 計 課 主 事 渡 辺 崇 男

1 総 務 課 副 主 幹 宇 井 和 夫
チーム

リーダー

2 財 政 課 副 主 幹 布 施 昌 英 グループ長

3 高齢者支援課 副 主 査 椎名 裕二郎

4 総 務 課 主任主事 石 橋 直 紀

5 税 務 課 主任主事 伊 藤 勇 気

6 生 涯 学 習 課 主 事 多 田 真 弓

（平成２５年４月２６日現在）
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匝瑳再生プロジェクト

再生プラン研究チーム構成員名簿
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No. 役　　職 氏　　名 備　考

1 副 市 長 角田　道治
本 部 長

(チームリーダー)

2 企 画 課 長 鈴木　康伸

3 総 務 課 長 木内　成幸

4 財 政 課 長 岩橋　光男

5 環 境 生 活 課 長 鈴木　良雄

6 産 業 振 興 課 長 林　　勝美

7 福 祉 課 長 平山　　弘

8 高齢者支援課長 太田　和利

9 学 校 教 育 課 長 椎名　和浩

10 生 涯 学 習 課 長 佐藤　　和

（平成２５年１１月８日現在）

匝瑳再生プロジェクト

推進本部専門チーム構成員名簿
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推 進 計 画 の 決 定

推 進 計 画 の 策 定 経 過

7/22ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑩

7/24ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑪

7/22ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑦7/31ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑦6/24ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑧7/11ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑧

7/30ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑧7/4ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑨7/22ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑨

H25.2/26本部会議①

4/26研究チーム会議①

5/27研究チーム視察（茨城県常陸太田市）

5/28ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議④5/30ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議④

8/30ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑩

　8/9本部会議②

5/7ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議①

5/10ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議② 5/21ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議②5/20ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議②5/8ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議②

6/24ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議④6/7ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑤6/11ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑤

4/30ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議① 5/1ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議① 5/7ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議①

5/21ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議③5/17ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議③

8/19ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑨

推進本部
再生プラン研究チーム

住民協働・行財政G里山・環境G産業・経済G跡地利活用G

8/21ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑨8/12ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑧8/19ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑫

6/14ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議④

　11/13推進本部
　　　　　専門ﾁｰﾑ会議

6/25ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑥

　10/15本部会議④

6/3ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議③6/17ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議③

6/28ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑤7/22ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑤6/11ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑥

7/12ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑥7/29ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑥6/18ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑦

8/27研究チーム会議③

　9/25本部会議③

7/1ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑦

8/19ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議⑩

8/2研究チーム会議②

 

 


